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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本電気計測器工業会（JEMIMA）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 1010 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 1010-1 第 1 部：一般要求事項 

JIS C 1010-2-30 第 2-30 部：試験及び測定回路に対する個別要求事項 

JIS C 1010-2-32 第 2-32 部：電気的試験及び測定のための手持形及び手で操作する電流センサに対す

る個別要求事項 

JIS C 1010-2-33 第 2-33 部：主電源電圧が測定可能な家庭用及び専門家用の手持形マルチメータ及び

他のメータに対する個別要求事項 

JIS C 1010-2-101 第 2-101 部：特定要求事項－体外診断用医療機器 

JIS C 1010-31 第 31 部：電気的測定及び試験のための手持形プローブアセンブリに対する安全要求事

項 
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日本工業規格          JIS 
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測定用，制御用及び試験室用電気機器の安全性－ 

第 2-33 部：主電源電圧が測定可能な家庭用及び 

専門家用の手持形マルチメータ及び他のメータに 

対する個別要求事項 

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and 

laboratory use-Part 2-33: Particular requirements for hand-held  

multimeters and other meters, for domestic and professional use,  

capable of measuring mains voltage 

 
序文 

この規格は，2012 年に第 1 版として発行された IEC 61010-2-033 を基とし，技術的内容を変更して作成

した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。また，この規格は，JIS C 1010-1 と併読する規格である。た

だし，この規格の中で対応する JIS C 1010-1 の内容と異なる場合には，この規格を優先する。 

＜＞内の文章は，規定項目ではなく，追加，削除，置換などを指示する項目である。 

 

1 適用範囲 

適用範囲は，JIS C 1010-1 の箇条 1 によるほか，次による。 

1.1.1 適用範囲に含む機器 

＜JIS C 1010-1 の 1.1.1 を次に置き換える。＞ 

この規格は，メータの安全要求事項について規定する。 

この規格は，通電している主電源回路の電圧測定ができ，主電源回路の電圧測定を主目的とする手持形

のメータに適用する。適用範囲内のメータには種々の名称があり，例を次に示す。 

－ マルチメータ 

－ ディジタルマルチメータ 

－ 電圧計 

－ クランプメータ（JIS C 1010-2-32 参照） 

注記 この規格の適用範囲外の機器の部分は，他の JIS C 1010 の規格群の要求事項で取り扱うとみな

す。 

1.1.2 適用範囲から除外する機器 

＜JIS C 1010-1 の 1.1.2 に次を追加する。＞ 


